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公布された法令のあらまし 

 
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例（条例第20号） 

１ 兵庫県特別職報酬等審議会の答申に基づき、議会の議員の議員報酬を引き下げるため、所要の整備を行う

こととした。 

２ 本県の厳しい財政状況等に鑑み、議員報酬月額に係る減額措置について、平成25年度も引き続き実施する

こととし、所要の整備を行うこととした。 
 

条         例 

 
 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成25年３月26日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

兵庫県条例第20号 

   議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和35年兵庫県条例第55号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第１項中「930,000円」を「880,000円」に改め、同条第２項第１号中「210,000円」を「200,000円」

に改め、同項第２号中「110,000円」を「105,000円」に改める。 

附則に次の１項を加える。 

 （議員報酬月額の特例） 

10 平成25年４月１日から平成26年３月31日までの間における第２条の規定の適用については、同条第１項中

「880,000円」とあるのは「840,000円」と、同条第２項第１号中「200,000円」とあるのは「159,600円」と、

同項第２号中「105,000円」とあるのは「83,500円」とする。ただし、第４条第３項の規定の適用については、

この限りでない。 

   附 則 

 この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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